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論 文 要 旨

少子高齢化やそれに伴う人口減少が急速に進みつつある地方都市においては、持続可能な都市経営に向けて地域

経済の活性化等に資する土地利用を推進することが重要である。土地利用を推進する企業誘致等の施策を進めるた

めの基礎的資料として、開発困難地の条件と施設立地に有利な土地条件を設定し、受け皿となる開発適地を選定・

可視化することが求められる。 

本稿では、開発適地選定にあたり設定すべき諸条件の検討内容と、作業の効率化・負担軽減を図るGISを用いた

開発適地選定の手順を示した。 

調査の結果、GIS による開発適地選定によって作業の効率化・負担軽減が図れたものの、GIS データ化されてい

ない諸条件の考慮が個別で必要な点や、目視による評価や判断と手作業を必要とする点が残され、今後の改善が求

められる。 

キーワード：適地選定、開発適地、GIS、作業効率化 

ま え が き

少子高齢化やそれに伴う人口減少が急速に進みつつあ

る地方都市においては、持続可能な都市経営に向けて地域

経済の活性化や新たな雇用の創出、住民の暮らしの向上に

資する土地利用を推進することが重要である。 

土地利用を推進する企業誘致等の施策を進めるための

基礎資料として、開発適地の可視化が重要であるが、開発

適地の可視化には、開発困難地の条件と施設立地に有利な

土地条件の把握が必要である。 

また、それら条件を考慮して開発適地を抽出する手順で

は、扱う資料の種類や量が多く、作業量が膨大となる懸念

がある。 

本調査では、開発困難地の条件と施設立地に有利な土地

条件を整理するとともに、GIS を用いた開発適地選定の手

順を検討し、作業量を軽減しながら、開発適地を選定する

ことのできる方法を示すなかで、明らかとなった課題につ

いて述べる。 

１．調査概要

本稿は、奈良県全域を対象とし、開発適地の抽出に係

る各種条件を検討・設定し、GISを用いて開発適地の抽

出・可視化をするとともに、（ア）工業・産業用施設、

（イ）商業施設、（ウ）観光レクリエーション施設の立

地に適したプロジェクト用地の選定を目的とする調査

業務にて検討した内容や調査手順・調査結果を整理、編

集して執筆している。 

２．適地選定の手順 

（１）開発適地抽出及びプロジェクト用地選定の手順 

本調査における適地選定の手順を、図－１に示す。 

図－１ 適地選定の手順 

（２）好条件地の事前抽出による作業の効率化 
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によって設定することとした。 

本研究の対象地である奈良県全域に対して、目視によ

る抽出対象地の設定作業を行うには膨大な時間がかか

り、明らかに開発に不利な土地条件である土地を抽出対

象地として設定することが非効率であることから、１）

抽出対象地のベース作成の前に、０）好条件地の事前抽

出を行うこととした。 

（３）２段階の「リスク地の除外」 

  ２）高リスク地の除外と、３）リスク地の除外は、ど

ちらも開発困難地の条件を設定し、除外する手順であり、

それら条件にあてはまらない土地を次の手順へ進める

こととした。 

  それぞれの手順で設定した条件の違いについて、２）

高リスク地の除外では、災害レッドゾーンや保安林等、

人命の確保・自然環境等の保全の観点から開発してはい

けない又は開発すべきでないとされる土地条件を設定

しているのに対し、３）リスク地の除外では、災害イエ

ローゾーンや農業振興地域農用地区域等、現状は開発で

きない又は開発すべきでないものの、対策を講じること

で開発が可能である土地条件や今後の行政判断による

規制解除が不可能でない土地条件を設定している。（詳

しい条件については、３．各手順の条件設定を参照のこ

と。） 

  ２）高リスク地の除外で設定する条件に比べると、３）

リスク地の除外で設定する条件は対策・解除が可能であ

り、開発の困難さが低い。本調査では、２）高リスク地

の除外と３）リスク地の除外を行い、残った土地が多か

ったことから、両方の条件にあてはまらない土地のみ次

の手順へ進めることとしたが、３）リスク地の除外によ

って土地が残らない場合では、３）リスク地の除外の条

件設定を変更することや、４）好条件地の抽出を先に行

ったうえで判断する等の手順の変更が考えられるため、

２段階に手順を分けている。 

（４）２段階の「好条件地の抽出」 

  ４）好条件地の抽出と、６）用途別の好条件地の抽出

は、どちらも施設立地に有利な土地の条件を設定したも

のである。 

  それぞれの手順で設定した条件の違いについて、４）

好条件地の抽出では、アクセス条件や造成効率といった

本調査の対象施設の種類に関わらず、一般的に施設立地

に有利な土地条件を設定しているのに対し、６）用途別

の好条件地の抽出では、特定の施設の集積状況等の対象

施設に応じて立地に有利な土地条件を設定している。

（詳しい条件は３．各手順の条件設定を参照のこと。） 

  ２段階に手順を分けた意図として、本調査は最終的に

対象施設のプロジェクト用地の選定を目的としている

が、対象施設以外の施設立地を検討する際の資料として

も利用できるような調査手法・調査結果を示すことが、

本調査の今後の活用に際し、望ましい。このことから、

４）好条件地の抽出では、施設立地を検討する際に一般

的に望ましい土地条件を設定し、その条件にあてはまる

土地を本調査における「開発適地」として抽出した。ま

た、６）用途別の好条件地の抽出では、本研究の対象施

設の立地に有利な土地条件を設定し、その条件にあては

まる土地を「プロジェクト用地」として選定した。 

 

３．各手順の条件設定 

０）好条件地の事前抽出 

 本手順では、１）抽出対象地のベース作成の作業の効

率化を図るため、調査の対象地である奈良県全域に対し、

開発に際し最低限求められる土地条件を設定し、満たす

土地を GIS の自動処理により抽出した。 

 好条件地の事前抽出の設定条件を、表－１に示す。 

  表－１ 好条件地の事前抽出の設定条件 

項目 土地条件 データ入手先 

アクセス条件 

・インターチェンジから２km

以内（郡山ICは４km以内） 

・幹線道路（重要物流道路、緊

急輸送道路、自動車専用道

路）の沿道１km以内 

・鉄道駅から１．５km以内 

のいずれかに該当する土地 

国土数値情報

ダウンロード

サイト,国土

交通省 

造成効率 
・現況の地形勾配が 15 度以下

の土地 

基盤地図情報

ダウンロード

サイト,国土

地理院 

  アクセス条件については、４）好条件地の抽出で考慮

するアクセス条件の約２倍の距離とすることで、１）抽

出対象地のベース作成の作業効率を上げつつ、対象範囲

を狭めすぎないようにしている。 

  造成効率については、傾斜区分による可住地／非可住

地の考え方１）に基づき、可住地とされる地形勾配 15 度

以下を条件とした。また、地形勾配は一辺 20ｍのメッシ

ュを用い、周囲８マスとの高低差の絶対値の平均を高さ

とし、水平距離を 20ｍとしたときの傾斜角度を算出した。 

地形勾配の算出方法を、図－２に示す。 

 

 

図－２ 地形勾配の算出方法 
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１）抽出対象地のベース作成 

  本手順では、以降の手順において扱う抽出対象地を、

面積や土地形状、土地利用現況の条件を設定し、目視に

よる判断を行い、手作業で作成した。 

  抽出対象地のベース作成の設定条件を、表－２に示す。 

  表－２ 抽出対象地のベース作成の設定条件 

項目 土地条件 データ入手先 

面積 
・１ha以上のまとまった土地 

（目視による判断） 
― 

土地

形状 

・整形な土地 

（目視による判断） 
― 

土地

利用

現況 

・農地、空地 

（目視による判断） 

地理院タイル：全国最

新写真（シームレス）,

国土地理院 

  面積については、事業者へのヒアリングにて工場・倉

庫・産業用施設の用地の区画規模は約１ha を要するとの

言説があり、また、奈良県のショッピングセンター２）の

敷地面積の７割以上が１ha を超えていることから、１ha

以上を条件とした。  

 目視による判断に至った経緯について、１ha 以上の土

地の抽出を GIS によって機械的に行う方法を試みたが、

明らかに不整形で開発に非効率な土地が抽出されてし

まうことや、直近の都市計画基礎調査における土地利用

現況調査が古く、現在の土地利用が異なっている場所が

あることから、０）好条件地の事前抽出の結果と航空写

真を用いながら、土地形状・土地利用現況を目視によっ

て判断することとした。 

２）高リスク地の除外 

  本手順では、開発困難地の条件のうち、人命の確保・

自然環境等の保全の観点から、開発してはいけない又は

開発すべきでないとされる土地条件を設定し、除外した。 

高リスク地の除外の設定条件を、表－３に示す。 

  表－３ 高リスク地の除外の設定条件 

項目 土地条件 データ入手先 

災害の危険性が高

い区域 

（レッドゾーン） 

・土砂災害特別警戒区域 

・地すべり防止区域 

・砂防指定地 

・急傾斜地崩壊危険区域 

・災害危険区域 

・浸水被害防止区域 

県提供資料 

対策が困難な浸水

想定区域 

・想定最大浸水深３ｍ以上

の区域 
県提供資料 

環境への影響が大

きい保全系の規制

区域 

・自然公園特別地域 

・保安林、保安施設地区（予

定を含む） 

・原生自然環境保全地域・

特別地区 

・近郊緑地保全区域 

・世界遺産構成資産（コア

ゾーン） 

・歴史的風土保存区域、歴

史的風土特別保存地区 

・伝統的建造物群保存地区 

・風致地区 

・重要文化財、史跡名勝天

然記念物 

県提供資料 

土地条件については、立地適正化計画の居住誘導区域

に含めてはならない区域を基に、災害リスクの高い区域

や自然環境・歴史環境由来の保全区域等とした。 

市街化調整区域や農業振興地域農用地区域等の人為

的な計画由来の規制区域は、都市計画の変更や制度に基

づいた計画的な開発手続き・解除手続きにより開発可能

になることから、本手順の条件からは除外した。 

３）リスク地の除外 

  本手順では、開発困難地の条件のうち、現状は開発で

きない又は開発すべきでないものの、対策を講じること

で開発が可能である土地条件や今後の行政判断による

規制解除が不可能でない土地条件を設定し、除外した。 

  リスク地の除外の設定条件を、表－４に示す。 

 表－４ リスク地の除外の設定条件 

項目 土地条件 データ入手先 

災害の危険性があ

る区域（イエロー

ゾーン） 

・土砂災害警戒区域 県提供資料 

対策がやや困難な

浸水想定区域 

・想定最大浸水深１ｍ以上

３ｍ未満の区域 
県提供資料 

保全対策や解除が

不可能でない規制

区域 

・農業振興地域農用地区域 

・世界遺産緩衝地帯（バッ

ファゾーン） 

・景観形成重点地区（各市

町の景観計画） 

・県条例に基づく自然環境

保全地域、景観保全地

区、環境保全地区 

県提供資料 

土砂災害警戒区域は、都市計画法第 34 条に基づく都

道府県知事による開発許可の判断があれば開発可能で

あるが、令和４年の同法改正によって開発許可が厳格化

されていることに留意する必要がある。 

  想定最大浸水深１ｍ以上～３ｍ未満の区域は、盛土造

成や１階ピロティ利用等による対策・対応が可能である

ものの、事業者へのヒアリングでは造成コストや発災後

の事業継続性の観点から浸水深１ｍ以上の土地は施設

立地を避けるとの言説があったため、この条件とした。 

  農業振興地域農用地区域は、保全が原則であるが、農

村地域への産業の導入の促進等に関する法律（農村産業

法）の活用等、都市計画と農政の総合的な調整の中で開

発できる場合がある。 

  上記およびその他、本手順における設定条件は、基本

的に開発が望ましくない区域として指定されているこ

とから、可能な限り本手順の条件に該当しない土地を優

先して、開発適地として判断すべきである。 

４）好条件地の抽出 

  本手順では、３）リスク地の除外を経て残った抽出対

象地に対し、一般的に施設立地に有利な土地の条件を設

定し、開発適地を抽出した。 

  好条件地の抽出の設定条件を表－５に示す。 
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  表－５ 好条件地の抽出の設定条件 

項目 土地条件 データ入手先 

アクセス条件 

・インターチェンジから１km

以内（郡山ICは２km以内） 

・幹線道路（重要物流道路、緊

急輸送道路、自動車専用道

路）の沿道500m以内 

・鉄道駅から800m以内 

のいずれかに該当する土地 

国土数値情報

ダウンロード

サイト,国土

交通省 

造成効率 
・現況の地形勾配が約５．７度

（10％）以下の土地 

基盤地図情報

ダウンロード

サイト,国土

地理院 

  アクセス条件のうち、「インターチェンジから１km 以

内（郡山 IC は２km 以内）」と、「幹線道路の沿道 500ｍ

以内」については、都市計画法第 34 条第 14 号に基づき

設置される奈良県開発審査会にて提案することができ

る基準３）において、特定流通業務施設や工場の立地基準

として示されている距離を参考とし、設定した。また、

「鉄道駅から 800ｍ以内」については、立地適正化計画

における都市分析において、駅勢圏として用いる距離を

設定した。 

  造成効率については、大きな造成や迂回を伴わず、縦

横に道路整備が可能な地形の条件として設定した。 

５）プロジェクト用地対象地の選定 

本手順では、４）好条件地の抽出を経て抽出した開発

適地から、その集積状況を総合的に判断し、プロジェク

ト用地候補地を 40 地区選定した。 

プロジェクト用地候補地を選定した理由は、プロジェ

クト用地の選定の作業効率化のためであり、ここでは対

象施設の用途に関わらず一律で選定することとし、対象

施設の用途別の立地に有利な土地条件の設定による選

定は次の手順で行うこととした。 

プロジェクト用地対象地の選定条件を表－６に示す。 

  表－６ プロジェクト用地対象地の選定条件 

項目 選定条件 データ入手先 

集積状況 

・１つの土地の面積が大きい 

・土地が集積している 

の観点から総合的に判断 

― 

６）用途別の好条件地の抽出 

  本手順では、プロジェクト用地候補地 40 地区から、

本調査の対象施設の立地に有利な条件を、施設用途に合

わせて設定し、各施設のプロジェクト用地を選定した。 

  プロジェクト用地の選定では、（ア）工業・産業用施

設と（イ）商業施設の立地に有利な土地条件による絞り

込み（以下、「①商工施設用地の絞り込み」とする。）と、

（ウ）観光レクリエーション施設等の立地に有利な土地

条件による絞り込み（以下、「②観光レク施設用地の絞

り込み」とする。）の２つに分け、それぞれ２段階の絞

り込みを行うことで、各プロジェクト用地の選定を行っ

た。 

  用途別の好条件地の抽出で行ったプロジェクト用地

の選定フローを、図－３に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－３ プロジェクト用地選定フロー 

 ①商工施設用地の絞り込み 

  本手順では、プロジェクト用地候補地 40 地区から、

以下の表に示す絞り込み１、絞り込み２を行い、（ア）

工業・産業用施設と（イ）商業施設の立地に有利なプロ

ジェクト用地を５地区選定した。 

  絞り込み１と絞り込み２の選定条件を、表－７に示す。 

  絞り込み１では、事業者へのヒアリングにて災害リス

クや発災後の事業継続性を意識した立地や、交通アクセ

スが優良な立地にニーズがあることが分かったため、

「浸水が想定されていない（想定最大浸水深が０ｍ）こ

と」と、「重要物流道路の沿道 500m 以内であること」

を選定条件とし、９地区を選定した。 

また、地区面積が大きいほど、施設の拡大や展開、関

連企業の新規進出等の余地があることから、災害リス

ク・交通アクセスの観点から選定されなかった土地のう

ち、「面積が 100ha を超える地区」である２地区を選定

し、絞り込み１では計 11 地区を選定した。 

  絞り込み２では、絞り込み１で選定した 11 地区に対

して、施設立地に有利な土地を判断するため、評価項目

を４つ設定し、地区ごとに作成した簡易版カルテを比

較・総合的に判断して、５地区をプロジェクト用地とし

て選定した。 

  絞り込み２の項目のうち、人口集積については、事業

者へのヒアリングにて、住民とのトラブルの可能性があ

るために住宅地と隣接する土地は望ましくないが、雇

用・商圏のために住宅地がある程度近いほうが望ましい

との言説があったため、「住宅地との緩衝帯があること」

と「住宅地が近傍にあること」という条件を設定した。 

①商工施設用地の 

絞り込み 

プロジェクト用地候補地（40地区） 

絞り込み１（40→11地区） 

・災害リスク低 

・大規模面積 

②観光レク施設用地の 

絞り込み 

プロジェクト用地（７地区） 

絞り込み２（11→５地区） 

・ラストアクセス 

・人口集積 

・商業集積 

・工業集積 

絞り込み３（40→９地区） 

・観光資源集積 

・スポーツ施設集積 

絞り込み４（９→２地区） 

・ラストアクセス 

・住宅近接 

・商業集積 

・その他優位点 
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  表－７ 絞り込み１、絞り込み２の選定条件 

手

順 
選定条件 データ入手先 

絞
り
込
み
１ 

・「想定最大浸水深が０ｍの面積割合が

99％以上」「重要物流道路沿道500ｍ以

内」をともに満たす地区（９地区） 

・面積が100haを超える地区（２地区） 

・国土数値情

報ダウンロ

ー ド サ イ

ト,国土交

通省 

・県提供資料 

絞
り
込
み
２
（
右
記
４
項
目
の
判
定
結
果
か
ら
総
合
的
に
判
断
。
） 

・ラストアクセス： 

 幹線道路との接道状況。 

［判定基準］ 

優：幹線道路に接道しているもの 

良：幹線道路に接道していないが引込

道路があるもの 

可：引込道路を通す必要があるもの 

・地理院タイ

ル：全国最

新写真（シ

ームレス）,

国土地理院 

・都市計画基

礎調査：土

地 利 用 現

況,奈良県 

・人口集積： 

 地区周辺の住宅地の集積状況。 

［判定基準］ 

優：「住宅地との緩衝帯がある」「住

宅地が近傍にある」を両方満たす

もの 

良：「住宅地との緩衝帯がある」「住

宅地が近傍にある」のどちらかを

満たすもの 

可：「住宅地との緩衝帯がある」「住

宅地が近傍にある」のどちらも満

たさないもの 

・商業集積： 

 地区周辺の商業施設の集積状況。 

主に商業施設の適性評価として、周辺

の商圏規模の大きさを評価する。 

［判定基準］ 

土地利用現況における商業用地の割合

及び地区周辺の商業用地分布状況よ

り、総合的に評価し「優」「良」「可」

を判断する。 

・工業集積： 

 地区周辺の工業施設の集積状況。 

主に工業・産業用施設の適性評価とし

て、周辺の工業用地の規模や分布から

適性を評価する。 

［判定基準］ 

土地利用現況における工業用地の割合

及び地区周辺の工業用地分布状況よ

り、総合的に評価し「優」「良」「可」

を判断する。 

②観光レク施設用地の絞り込み 

  本手順では、プロジェクト用地候補地 40 地区から、

以下の表に示す絞り込み３、絞り込み４を行い、（ウ）

観光レクリエーション施設の立地に有利なプロジェク

ト用地を２地区選定した。 

  絞り込み３、絞り込み４の選定条件を、表－８に示す。 

絞り込み３では、文化歴史・観光農業体験や奈良県の

農作物を楽しむことのできる主要な観光資源の集積状

況や、新たに整備する施設との機能連携や相乗効果が期

待できる既存の屋外・屋内運動施設の集積状況を選定条

件とし、９地区を選定した。 

  絞り込み４では、絞り込み３で選定した９地区に対し

て、施設立地に有利な土地を判断するため、評価項目を

４つ設定し、地区ごとに作成した簡易版カルテを比較・

総合的に判断して、２地区をプロジェクト用地として選

定した。 

  表－８ 絞り込み３、絞り込み４の選定条件 

手

順 
選定条件 データ入手先 

絞
り
込
み
３ 

・地区周囲１km 圏内に存在する「主要な

観光資源（観光地、道の駅、直売所）」

の数が多い上位５地区 

・地区周囲１km 圏内に存在する「屋外・

屋内運動施設」の数が多い上位５地区 

※重複した地区があったため計９地区。 

・国土数値情

報ダウンロ

ー ド サ イ

ト,国土交

通省 

・都市計画基

礎調査：レ

クリエーシ

ョン施設の

現況、奈良

県 

絞
り
込
み
４
（
右
記
４
項
目
の
判
定
結
果
か
ら
総
合
的
に
判
断
。
） 

・ラストアクセス： 

 幹線道路との接道状況。 

［判定基準］ 

優：幹線道路に接道しているもの 

良：幹線道路に接道していないが引込

道路があるもの 

可：引込道路を通す必要があるもの 

・地理院タイ

ル：全国最

新写真（シ

ームレス）,

国土地理院 

・都市計画基

礎調査：土

地 利 用 現

況,奈良県 

・その他県提

供資料より

GIS データ

作成 

・住宅近接 

地区周辺の住宅地の近接状況。 

住宅地との隣接による問題（騒音や住

宅地の街路の交通渋滞等）が発生しな

いかを評価する。 

［判定基準］ 

地区周辺の住宅地の近接・集積状況等

から総合的に評価し「優」「良」「可」

を判断する。 

・商業集積 

地区周辺の商業施設の集積状況。 

観光施設・運動施設利用者が訪れる際

に、飲食等のために立ち寄れる商業施

設があるかを分析する。 

［判定基準］ 

土地利用現況における商業用地の割合

及び地区周辺の商業用地分布状況よ

り、総合的に評価し「優」「良」「可」

を判断する。 

・その他優位点 

地区周辺の施設立地やアクセス性など

の優位点を評価する。 
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７）プロジェクト用地のカルテ作成 

  本手順では、選定したプロジェクト用地を対象に、こ

れまでの手順においてGISデータが入手できない等の理

由から考慮できていなかった項目について、図面等を地

区ごとに整理し、把握した。このとき、整理した内容と

それを踏まえて検討した各地区の土地利用の方向性、土

地利用に向けて留意すべき点をまとめたカルテを作成

した。 

  カルテ作成で考慮した項目を、表－９に示す。 

  表－９ カルテ作成で考慮した項目 

項目 内容 データ入手先 

農業公共投資

対象農地 

・農地法により農地転用が制限

されている。 
県提供資料 

埋蔵文化財包

蔵地 

・文化財保護法により、開発の

場合に届け出の提出や調査

が必要となる。 

奈良県遺跡地

図WEB,奈良県 

用途地域 

・都市計画の観点から、地区周

辺の土地利用の整合性を図

るために確認する。 

県提供資料 

都市計画道路 

・地区周辺の都市計画道路の整

備状況と、地区の主要な幹線

道路として今後の整備の可

能性を把握し、地区における

公共投資の必要性等を分析

する。 

県提供資料 

 

４．まとめ 

  本調査では、開発適地の抽出にあたって考慮すべき開

発困難地の条件や開発に有利な土地条件を、国及び県が

示す開発に関する指針や考え方、事業者ヒアリングから

得られた情報等から多面的に検討し、広く一般的に通用

する開発適地の条件設定を行うことができた。 

また、開発適地の抽出作業においては GIS を活用する

ことで、システムによる自動処理によって目視判断と手

作業だけでは膨大な時間がかかる作業を軽減する手法

を構築し、可視化することができた。 

 

５．今後の課題 

（１）必要情報のGISデータ作成、更新 

  本調査では基本的にGISデータとして整理されている

情報を使用しており、条件設定の検討に際し、条件とし

て候補に挙がったが、GIS データ化されていないため使

用できなかったものもあった。（農地法によって農地転

用が原則不許可である甲種農地、第１種農地等。） 

また、適地選定にあたり条件として使用した土地利用

現況については、調査年度が古くなっており、航空写真

等の他の情報を用いて目視による判断を必要とした。 

これら開発適性判断に重要な情報については、関係す

る庁内部署や組織・団体と連携し、GISデータの作成・

更新を進める必要がある。 

（２）目視判断・手作業部分におけるAI活用 

  １）抽出対象地のベース作成では、土地形状や土地利

用現況を目視による判断と手作業による区域の設定を

行ったため、作業に時間を要した。 

これらの作業については、近年の技術開発が目覚まし

い画像認識 AI を活用することで、情報処理の自動化と

作業負担の軽減を図ることが可能になると考えられる。

本研究を基に AI の活用による適地選定システムの構築

について検討・研究することが重要である。 

 

あ と が き 

論文作成にあたり、調査業務においてご協力いただきま

した奈良県の職員の方々や事業者ヒアリングに協力いた

だきました事業者の方々など、数多くの関係者の皆様に厚

く御礼申し上げます。 

GIS を用いた適地選定の手法については、本研究におけ

る検討内容や設定条件を参考に、それぞれの地域の実情や

入手可能なGISデータ等からブラッシュアップしていただ

き、企業誘致等によって地域活力を創出していきたいとお

考えの自治体の皆様に活用いただけることを願っており

ます。 
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